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建 築 基 準 法 施 行 令 の 規 定 に 基 づ き 、 準 耐 火 構 造 の 壁 を 貫 通 す る 給 水 管 等 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 案 現 　 　 　 　 　 　 　 行

建 築 基 準 法 施 行 令 の 規 定 に 基 づ き 、 準 耐 火 構 造 の 壁 を 貫 通 す る 給 水 管 等 の 構 造 方

法 を 定 め る 件

建 築 基 準 法 施 行 令 の 規 定 に 基 づ き 、 耐 火 構 造 若 し く は 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 両 面 を

防 火 構 造 と し た 壁 を 貫 通 す る 給 水 管 等 の 構 造 に 関 す る 基 準 を 定 め る 件

平 成 五 年 六 月 二 十 二 日 平 成 五 年 六 月 二 十 二 日

建 設 省 告 示 第 千 四 百 二 十 六 号 建 設 省 告 示 第 千 四 百 二 十 六 号

　 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ）

第 百 三 十 六 条 の 九 の 規 定 に 基 づ き 、 準 耐 火 構 造 の 壁 を 貫 通 す る 給 水 管 、 配 電 管 そ

の 他 の 管 の 部 分 及 び そ の 周 囲 の 部 分 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ）

第 百 三 十 六 条 の 九 の 規 定 に 基 づ き 、 耐 火 構 造 若 し く は 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 両 面 を

防 火 構 造 と し た 壁 を 貫 通 す る 給 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 の 部 分 及 び そ の 周 囲 の 部

分 の 構 造 に 関 す る 基 準 を 次 の よ う に 定 め る 。

準 耐 火 構 造 の 壁 を 貫 通 す る 給 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 の 部 分 及 び そ の 周 囲 の 部

分 は 、 次 に 定 め る 構 造 で あ る も の と す る 。

耐 火 構 造 若 し く は 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 両 面 を 防 火 構 造 と し た 壁 を 貫 通 す る 給 水

管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 の 部 分 及 び そ の 周 囲 の 部 分 の 構 造 は 、 次 に 定 め る も の で あ

る こ と 。

一 　 給 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 と 準 耐 火 構 造 の 壁 と の す き 間 が モ ル タ ル そ の 他

の 不 燃 材 料 で 埋 め ら れ て い る こ と 。

一 　 給 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 と 耐 火 構 造 若 し く は 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 両 面 を

防 火 構 造 と し た 壁 と の す き 間 が モ ル タ ル そ の 他 の 不 燃 材 料 で 埋 め ら れ て い る

こ と 。

二 　 給 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 の 構 造 が 令 第 百 二 十 九 条 の 二 の 五 第 一 項 第 七 号

イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 令 第 百 十 五 条

の 二 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 技 術 的 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 の 壁 若 し く

は 特 定 防 火 設 備 で 建 築 物 の 他 の 部 分 と 区 画 さ れ た パ イ プ シ ャ フ ト 、 パ イ プ ダ

ク ト そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 中 に あ る 部 分 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い

。

二 　 給 水 管 、 配 電 管 そ の 他 の 管 の 耐 火 構 造 若 し く は 準 耐 火 構 造 の 壁 又 は 両 面 を

防 火 構 造 と し た 壁 を 貫 通 す る 部 分 及 び 当 該 貫 通 す る 部 分 か ら そ れ ぞ れ 両 側 に

一 メ ー ト ル 以 内 の 距 離 に あ る 部 分 が 不 燃 材 料 で 造 ら れ て い る こ と 。 た だ し 、

耐 火 構 造 若 し く は 令 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 技 術 的 基 準 に

適 合 す る 準 耐 火 構 造 の 壁 若 し く は 甲 種 防 火 戸 で 建 築 物 の 他 の 部 分 と 区 画 さ れ

た パ イ プ シ ャ フ ト 、 パ イ プ ダ ク ト そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 中 に あ る 部 分



- 
2
-

又 は 昭 和 四 十 四 年 建 設 省 告 示 第 三 千 百 八 十 三 号 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 部 分

に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

三 　 換 気 、 暖 房 又 は 冷 房 の 設 備 の 風 道 の 準 耐 火 構 造 の 壁 を 貫 通 す る 部 分 又 は こ

れ に 近 接 す る 部 分 に 令 第 百 十 二 条 第 十 六 項 に 定 め る 構 造 の 防 火 設 備 （ 令 第 百

十 四 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 防 火 設 備 に 限 る 。 ） が 平 成

十 二 年 建 設 省 告 示 第 ○ ○ 号 に 定 め る 方 法 に よ り 設 け ら れ て い る こ と 。

三 　 換 気 、 暖 房 又 は 冷 房 の 設 備 の 風 道 の 耐 火 構 造 若 し く は 準 耐 火 構 造 の 壁 若 し

く は 両 面 を 防 火 構 造 と し た 壁 を 貫 通 す る 部 分 又 は こ れ に 近 接 す る 部 分 に 令 第

百 十 二 条 第 十 六 項 に 定 め る 構 造 の ダ ソ パ ー が 設 け ら れ て い る こ と 。

附 　 則 附 　 則

こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 ○ 月 ○ 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 告 示 は 、 平 成 五 年 六 月 二 十 五 日 か ら 施 行 す る 。


